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第６０回御津町商工会通常総会 

書面議決による開催について 
 

例年この時期に通常総会を開催しておりますが、このたびの新型コロナウイルスの感染拡大防止の観
点から、今年度の通常総会は、本会定款第１１条第２項の規定により、やむを得ず書面による議決の方

法にて行うこととなりました。 
 

１.実施日時  令和２年５月１９日（火）午後１時３０分    

２.実施場所  御津町商工会館 

３.議  事  第１号議案 御津町商工会定款の一部改正について 

              第２号議案 令和元年度事業報告書、収支決算書、貸借対照表、財産目録、 

              労働保険事務組合特別会計収支決算書承認について 

        第３号議案 令和２年度事業計画書、収支予算書並びに労働保険事務組合 

              特別会計収支予算書決定について 

第４号議案 収支予算科目分類内の流用承認について 

第５号議案 借入金最高限度額の決定について 

第６号議案 取引金融機関の決定について 

第７号議案 役員の補欠選任について 

書面議決には、会員の２分の１の書面が必要です。 

ご提出をお願いいたします。 

同封の総会資料（議案提出書）をお読みいただき、大変お手数ですが､５月１２日(火)

までに、同封のハガキ書面議決書兼同意書に記名捺印のうえ、ご提出くださいますよう

お願い申し上げます。 

御津町商工会ホームページ   https://mito.or.jp 
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◇◇◇ 商工会の動き(４月) ◇◇◇ 

 

 

【 理 事 会 】 

  ４月１６日（書面議決） 
 

 

 

①各委員会からの報告 

②第６０回通常総会の書面議決による開催について 

③第６０回通常総会提出議案の承認について 

④その他  

【 青 年 部 】 

  ４月  ９日（書面議決） 

    ４月２４日（書面議決） 

 

 

 

第５５回通常総会  

東三河支部青年部第４３回通常総会 

【 女 性 部 】 

   ４月１６日（書面議決）

    ４月２０日（書面議決） 

 

 
 

第５５回通常総会 

東三河支部女性部第４３回通常総会 

定例税務・記帳相談のご案内 ～保険等に関する相談にも応じます～ 

商工会では、税務に関する様々な相談事について、税理士が皆様の専門の相談員となる無料の税務相談 

を行っています。『税金の各種控除を知りたい』『青色申告制度って何だろう』など、皆様の税に関するお 

悩みに対して、帳簿のつけ方、決算・申告の仕方など、適切なアドバイスを行います。 

相続税対策等の相談にも応じます。いざ相続となった時に円満に遺産分割をするため（「争続」を避ける

ため）、事前の確認が大切です。遺言書の書き方の相談も受け付けます。 

また、保険等に関する相談についても応じます。 

相談は無料ですので、お気軽にお申込みください。 

 １.日  時 

２.場  所 

３.講  師 

４.申  込 

令和２年６月１８日(木) １０:００～１６:００ 

御津町商工会館 相談室 

東海税理士会豊橋支部派遣税理士等 

商工会へ電話でご相談ください 
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御津町商工会・豊川信用金庫・蒲郡信用金庫・社会保険労務士による 

新型コロナウイルス影響に関する特別相談会を開催します 
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言が発令する中、感染症の拡大の影響を受けている地元の中小企 

業・小規模事業者の皆様を対象に特別窓口相談会を開催いたします。 

詳細については別紙案内をご覧下さい。 

 

新型コロナウイルス感染症に伴う支援策持続化給付金のお知らせ 
新型コロナウイルス感染拡大により、特に大きな影響を受ける事業者を対象とした「持続化給付金に関す

るお知らせ」が経済産業省から開示されましたのでお知らせいたします。 

 

持続化給付金とは、感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、

再起の糧となる、事業全般に広く使える、給付金を支給します。 

給 付 額   法人は２００万円、個人事業者は１００万円 

※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。 

■売上減少分の計算方法 前年の総売上(事業収入)－(前年同月比▲５０％月の売上×１２ヶ月) 

給付対象の主な要件 ※商工業に限らず、以下を満たす幅広い業種が対象です。 

１．新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で ５０％以上減少している事 

業者 

２．２０１９年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者。 

３．法人の場合は、 

①資本金 の額又は出資の総額が１０億円未満、又は、 

②上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が２，０００人以下である事業者。 

※２０１９年に創業した方や売上が一定期間に偏在している方などには特例があります 。 

※一度給付を受けた方は、再度給付申請することができません。 

※詳細は、申請要領等をご確認下さい。 

○相談ダイヤル 

中小企業金融・給付金相談窓口 ＴＥＬ：０５７０－７８３１８３ (平日・休日 ９：００～１９:００） 
 

社労士による雇用調整助成金、小学校休業等対応助成金及び同支援金の解説動画配信のお知らせ 

全国社会保険労務士連合会では、事業者や労働者等向けに雇用調整助成金、小学校休業等対応助成金及び同支援

金の支援策についての概要や申請方法等を解説した動画を配信することとなりました。 

各助成金等の解説動画及び資料公開先  

■公開先 

連合会ホームページ 【動画解説】新型コロナウイルス感染症関連助成金・支援金 

https://www.shakaihokenroumushi.jp/Default.aspx?TabId=713 

「（１）雇用調整助成金」は全国社会保険労務士会連合会YouTubeチャンネルで公開中 

連合会公式YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/channel/UCK2vO47SpMmenSDfcHT0jrw 

■コンテンツ 

（１）雇用調整助成金 

（２）小学校休業等対応助成金：事業主向け（厚生労働省への協力） 

  （３）小学校休業等対応支援金：個人向け（厚生労働省への協力） 

 

※新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴う支援策については経済産業省又は商工会ホームページをご

覧下さい。    
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御津町商工会・委託団体 令和２年５月予定表 

 曜 予  定  日 曜 予  定 

５ 火 
休館日  こどもの日 

２３ 土 
休館日 

 

６ 水 
休館日  振替休日 

２４ 日 
休館日 

７ 木 

新型コロナウイルス影響に関する特別窓口

相談会10:00～16:00 ２５ 月 

愛知県商工会連合会通常総会(書面議

決)14:00 

 

８ 金 
 

２６ 火 
鐵工会第３９回通常総会(書面議決)18:00 

９ 土 

休館日 

 

 

２７ 水 

新型コロナウイルス影響に関する特別窓口

相談会10:00～16:00 

 

１０ 日 
休館日 

２８ 木 
 

 

１１ 月 
 

 ２９ 金 
 

１２ 火 
 

３０ 土 
休館日 

１３ 水 

新型コロナウイルス影響に関する特別窓口

相談会10:00～16:00 

 

３１ 日 

休館日 

 

１４ 木 
 ６月８日まで 

日 曜  

１５ 金 
 

 １ 月 
 

１６ 土 
休館日 

 ２ 火 
 

１７ 日 
休館日 

 ３ 水 
 

１８ 月 
 

４ 木 
 

 

１９ 火 

御津町商工会第６０回通常総会(書面議

決)13:30 

 

５ 金 

 
 

２０ 水 

新型コロナウイルス影響に関する特別窓口

相談会10:00～16:00 

 

６ 土 

休館日 

 

２１ 木 

 

７ 日 

休館日 

 

２２ 金 
 

８ 月 
経営指導員等応用研修会10:00 

 


